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「知財創造教育」の体系化

教育プログラム（題材）の収集・作成

「地域コンソーシアム」の支援
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小学校における次期学習指導要領の全面実施
（2020年度～）

中学校における次期学習指導要領の全面実施
（2021年度～）

検討委員会における今後の検討スケジュール

○「知財創造教育」の“体系化” に優先的に取り組む

出典：知財創造教育推進コンソーシアム 検討委員会 第１回会合資料1

新学習指導要領公示
３月



今後の議論の進め方について（１）

 検討委員会全体で議論をしても、なかなかまとまらない。
 検討委員会の規模で「知財創造教育」の体系化を進めるのは極めて困難。
 少人数で議論をした方が、より効率的に進む。

 学校種別にワーキンググループ（以下「ＷＧ」）を構成し、個別に議論するのがよい。
 専門高校の知財教育は特殊であり、普通高校とまとめての議論は難しいかもしれない。
 適宜ＷＧ間でメンバーを入れ替えたり、ＷＧ横断的な議論をするのもあり得る。
 ＷＧのメンバーは、極力検討委員会委員から選出すべき。
 ＷＧには、大学教授のように理論形成をしてくれるメンバーがいることが理想。

検討委員会委員・その他有識者意見

○学校種毎に少人数のＷＧを構成し、教育の体系化の議論を進める

①小学校ＷＧ ②中学校ＷＧ

●××委員

○××委員

○木村委員長
山口大学教授

○××委員

○××委員

●××委員

○××委員

○木村委員長
山口大学教授

○××委員

○××委員
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今後の議論の進め方について（２）

 現場の教員に浸透し易い言葉・表現での体系化が必要。

 学習指導要領の中にも、「知財創造」の要素がちりばめられているはず。
 体系化の作業は、学習指導要領と常にセットで進める必要がある。学習指導要領から離れては、現

場に根付くものは得られない。
 学習指導要領に基づく教材こそが、学校側が本当に欲しいと思う教材である。

 社会科の教員達には、産業等について、もっと知的財産に関る学習が必要との考えが広がりつつあ
る。

 社会における知的財産の重要性をもっと教えるべき。
 理科には、色々な発明の話を盛り込める。
 家庭科は自分の身の周りから社会へアプローチする教科であり、知的財産の要素が入れ易いはず。

検討委員会委員・その他有識者意見

○教育関係者の委員（15名）の中からＷＧを構成し、新学習指導要領※に基づいて、「知財
創造教育」に必要な、又は、親和性のある要素を抽出し、検討委員会なりの体系化を図る
（Ｈ29年度末まで）

※新学習指導要領が告示済みの、小学校・中学校を先行して立ち上げる
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創造的に思考・判断し、表現することができるようにする

知的財産の意義・社会における役割や知的財産と自身との関わりを理解するとともに、各教科等にお
いて創造的に思考・判断・表現する力の基礎となる知識及び技能を身に付けるようにする

（１）知識及び技能

（２）思考力、判断力、表現力等

（３）学びに向かう力、人間性等

知財創造教育の目標（案）及び新学習指導要領との関係
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新たな知的創造や知的財産の保護・活用に向かう情意や
態度を養う

 身の回りの問題を解決する力の育成
 新たな発想・構想を基にものを創造する力の育成

 知的創造により、豊かな社会・文化を創造しようとする態度を養う。
 自身や他人の創造したものを尊重する態度を形成する。また、こう

した態度が、知的財産の創造を支えていることを理解する。

＜目標（案）＞

創造的活動や身近な知的財産に触れる体験を通して、知的創造サイクル（知的財産の創造・保護・
活用）に関わっていく資質・能力を育成することを目指す



知財創造教育の体系化の概要

○学校教育現場、支援者双方が、知財創造教育の全体像を共有し、外部リソースを活
用した知財創造教育を実現可能とするために、知財創造教育の体系化リストを作成

●学校教育現場側から見ても、支援者側から見ても、知財創造教育の全体像
を一覧できるもの（体系化リスト）が必要

（小・中・高・高専）

学校教育現場
（地域の人々・企業・団体・ＮＰＯ等）

支援者

学校教育現場側から見ると・・・
 「知財創造教育」として、新学習指導要領

に沿った形で何を教えればよいのかが分
からない

 外部リソースをどのように活用したらよい
かが分からない

支援者側から見ると・・・
 学校教育現場がどのようなコンテンツを望

んでいるのか、また、どのようなコンテンツ
を作成すれば学校教育現場に受け入れら
れるのかが分からない

体系化リスト
「知財創造教育」として学
ぶべき事項を
 新学習指導要領の

資質・能力の３つの柱
 学習段階（学年）
ごとに整理

体系化リストを参照することで
 既存のコンテンツが新学習指導要領のも

と、どのように活用されるのかが分かる
 どのようなコンテンツを作成すれば学校教

育現場に受け入れられるのかが分かる

体系化リストを参照することで
 「知財創造教育」として、新学習指導要領

のもと、何を教えればよいか分かる
 リストと外部リソースのコンテンツを対応

付けることで、新学習指導要領に沿った
形で外部リソースを活用することが可能

新学習指導要領
※特に関連する事項に
ついて事務局より提示

※各ＷＧにて作成
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体系化リスト 「知財創造教育」の目標
創造的活動や身近な知的財産に触れる体験を通して、知的創造サイクル（知的
財産の創造・保護・活用）に関わっていく資質・能力を育成することを目指す。

発達段階 第１学年・第２学年 第３学年・第４学年 第５学年・第６学年

・・・

・・・

・・・

体系化リスト 作成イメージ（例）
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○「知財創造教育」として学ぶべき事項や目標を、新学習指導要領の３本柱、
発達段階ごとに体系的に整理する

（１）知識及び技能

（２）思考力、判断力、
表現力等

（３）学びに向かう力、
人間性等

既存のプログラム等を例に挙げつつ、この部分を各ＷＧで議論いただく

○自分の思いや考えを正し
い文章で適切に伝えること
ができる。

○絵や工作等を通じて感じ
たことを表現する。

○友達の作品やアイディア
を大切にする気持ちを持つ。

○適切な引用を行う。

○自分の思いや考えを筋道
を立てて適切な表現で伝える
ことができる。

○絵や造形、作曲、作文等を
通じて感じたことを表現する。

○知的財産を守るきまりがあ
ることを理解する。

○友達の作品や身近にある
作品、アイディアを尊重する。

○日常生活の中から自ら課
題を見出し、改善しようとする
意識を持つ。



検討委員会の今後の進め方

知財創造教育推進コンソーシアム 検討委員会

委員：30名（2017/07/10現在） …

①小学校ＷＧ ②中学校ＷＧ ③普通高校ＷＧ？ ④専門高校・高専ＷＧ？

※（将来的には）
検討委員会委員以外の
ＷＧメンバーも想定され得る。

●神田委員
台東区立上野小学校校長

○中臣委員
川崎市立新城小学校校長

○木村委員長
山口大学教授

○香月委員
コーディネーター

○松倉委員
コーディネーター

●安部委員
川口市立東中学校校長

○川俣委員
つくば市立竹園東中学校教諭

○木村委員長
山口大学教授

○小柴委員
台東区教育委員会教育改革担当課長

○小澤委員
東京都立青山高等学校校長

次年度以降、設置を検討

●全体イメージ図

検討結果に対する提言等 検討結果の報告等

○その他の委員（15名）については、別途協力※を依頼予定
※既存のプログラム等についての情報提供と、体系化されたリストへの既存のプログラム等の当てはめ・整理等
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○今年度は、学校関係者を中心に①小学校ＷＧ、②中学校ＷＧの２つを先行立ち上げ

次年度以降、設置を検討



小学校低学年 小学校高学年 中学校 高等学校・普通教育 高等学校・専門教育
孵卵期

　「楽しむ」から「気づく」
誕生期

　「気づく」から「知る」
成長期

　「知る」から「わかる」
a:知財を意識した
　創造的思考

a2：情報を収集・分析し、多様
なアイデアを思考できる

a3：知財の知識をもとに多用な
アイデアを適切に評価できる

a4:知財の知識をもとに多用なア
イデアを具体化できる

b:知財を意識した
　創造的技能（産業財産権）

b2:発想したアイデアを論理的に
表現ができる

b３:発想したアイデアを論理的か
つ明確に表現ができる

b4:発想したアイデアを形式に沿っ
て適切に表現できる

c:知財を意識した
　創造的技能（著作権）

c1:自分と他者の著作物を区別
できる

c2:必要に応じて適切に引用する
ことができ，使用許諾の必要性が
わかる

c3:適切な引用と共に，必要に
応じて使用許諾ができる

d:知財を意識した
　創造的活動への意欲

d2：意欲を持って協同しての創
造的な活動ができる

d3：意欲を持って社会と関わった
創造的な活動ができる

d4:知財を活用し，社会と関わっ
た創造的な活動ができる

e:知財制度の知識
　　(知財全体)

e1:著作物やアイデアを大切にす
ることの重要性に気づく

e2:知財の考え方を知る e3:知財制度の概要がわかる e4:知財制度の基礎的知識を活
用できる

e5:知財制度の専門的知識を活
用できる

f:知財制度の知識
　(産業財産権)

f1：著名な発明家・発明を知る f2：特許の考え方を知る f3：産業の発展と産業財産権の
関係がわかる

f4：産業財産権の基礎的知識
を活用できる

f5:産業財産権の専門的知識を
活用できる

g:知財制度の知識
　　(著作権)

g1：著作権の考え方や注意事
項を知る

g2：自分や他者の著作権と著作
物利用の判断基準がわかる

h:知財を尊重する
　倫理観

h1:友達の作品やアイデアを大切
にする気持ちが持てる

h2:身の回りの知財を尊重する気
持ちが持てる

h3:知財の知識をもとに知財を尊
重する気持ちが持てる

i:知財に対する
　配慮・行動

i1:創造的な活動の中で友達の
作品やアイデアを大切にできる

i2:創造的な活動の中で著作権
に配慮できる

i3：創造的な活動の中で知財に
配慮できる

知
財
に
関
す
る

知
識
・
理
解 g3:著作権法の要点を理解し，活用できる

知
財
を
尊
重
す
る

態
度

h5:知財を尊重・保護する高い倫理観を持ち，他者にも説明ができ
る

i4:創造的な活動の中で知財を尊重・保護すると共に，適切な判断・
処理ができる

学校段階

知財教育の段階 充実期
「わかる」から「できる」

知
財
を
意
識
し
た

創
造
性

a1:課題に対し、多様なアイデアを発想できる

b1:発想したアイデアを図と文章で適切に表現ができる

c4:使用許諾や契約などの手続きを適切に判断・処理できる

d1:意欲を持って創造的な活動ができる

（参考）日本知財学会による知財教育の体系化の例

出典：日本知財学会知財教育分科会編集委員会編「知財教育の実践と理論」
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